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中部森林管理局における指名停止措置について

指名停止措置の概要

1 指名停止措置業者名および住所

松下電建株式会社

岐阜県飛騨市神岡町船津１４７８

2 指名停止措置の期間

平成２４年 ４月１２日～平成２４年 ５月１１日（１ヶ月）

3 指名停止措置の範囲

中部森林管理局管内

4 事実概要

松下電建株式会社の高山支店の専任技術者は、その営業所に常勤して専らその職務に

従事するべきところ、一定期間、専任しているとは認め難い状態にあった。

このことが建設業法第１５条第２号に違反し、同法第２８条第１項本文に該当すると

認められるとして、平成２４年３月６日、建設業許可部局である中部地方整備局より、

監督処分（指示処分）を受けた。

5 指名停止措置理由

このことが「工事請負契約指名停止等措置要領 （昭和５９年６月１１日５９林野経」

第１５６号）における、別表第２第１３号（建設業法違反行為）に該当し、契約相手方

として不適当と認められるため。

○「工事請負 契約指名停止等措置要領」

別表第２ 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措 置 要 件 期 間

（建設業法違反行為）

当該認定をした日から１３ 当該部局が管轄する区域内において、建設業法（昭

１カ月以上９カ月以内和２４年法律１００号）の規定に違反し、工事の請負契約

の相手方として不適切であると認められるとき （次号に掲。

げる場合を除く ）。
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